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 事務局からのご説明

１．政府内での教育政策の動き

- 内閣府CSTIでの議論

- デジタル庁での議論

２．学びの自律化・個別最適化WGの今後の進め方

３．本日の主な議論事項

〈テーマ：学習者視点での「教育データ連携と個別学習計画」に基づく
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事務局からの説明
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内閣府CSTI「教育・人材育成WG」での議論（１）

Source: 内閣府CSTI「教育・人材育成WG」（2021年11月25日）「中間まとめについて(案)」
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内閣府CSTI「教育・人材育成WG」での議論（２）

Source: 内閣府CSTI「教育・人材育成WG」（2021年10月27日）「財源」の確保・再配分について
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内閣府CSTI「教育・人材育成WG」での議論（３）

Source: 内閣府CSTI「教育・人材育成WG」（2021年9月16日）「時間」の確保・再配分について
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デジタル庁での議論（１）

Source: デジタル庁・総務省・文部科学省・経済産業省「教育データ利活用ロードマップの検討状況について」
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デジタル庁での議論（２）

Source: デジタル庁・総務省・文部科学省・経済産業省「教育データ利活用ロードマップの検討状況について」
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デジタル庁での議論（３）

Source: デジタル庁・総務省・文部科学省・経済産業省「教育データ利活用ロードマップの検討状況について」
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デジタル庁での議論（４）

Source: デジタル庁・総務省・文部科学省・経済産業省「教育データ利活用ロードマップの検討状況について」
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学びの自律化・個別最適化WGの今後の進め方

（１）第一次提言に向け、各論点に対して、議論を深める（11月～1月）

WG#3 学習者視点での「教育データ連携と個別学習計画」に基づく、パーソナルトレーニングの確立（今回）

WG#4 「場の選択肢」の拡充：オルタナティブスクールを「新しい学校」にするための制度改革（２月）

（２）小委員会にて、第一次提言の素案提示（３月）

（３）第一次提言とりまとめに向けた議論

（４）小委員会にて、第一次提言とりまとめ（５月）
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学習者視点での「教育データ連携と個別学習計画」に基づく、
パーソナルトレーニングの確立 【論点の再確認（１）】

①生徒各人がEdTechを使い、「個別学習計画」を立て、学習を実行できるか

実証事業のうち、生徒一人ひとりが教師や指導員のサポートを受けながら「個別学習計画」をつくり、それを日々粘り強く手直しをしな
がら、自律的な学習を創り上げて行った事例としては、城南進学研究社と横浜市鴨居中学校和みルームの事業が挙げられる。この
姿は、スポーツにおいて一般的になって来た「パーソナル・トレーニング」のアナロジーである。

普通教室に在籍する生徒も含め、全ての生徒が自分の「個別学習計画」（使用するEdTech教材に記録された学習ログから紐づく
デジタルツールを想定）をもち、自分の設定した目標に対して、自分に適した教材を選び（選び直しは当然可能）、それを使った学
習計画を立てる（立て直しは日々行う）学習スタイルを一般的に行えないだろうか。

 このとき、生徒が学力レベルや目的（希望の探究テーマや職業、志望校の選択等）に合わせて一人ひとり異なる教材を選んだ場合、
学校はどのようにマネジメントできるのか、生徒が自学自習や協働学習で残した学習ログを教師が評価し、評価を行えるか。様々な
EdTech（デジタル教科書・副教材）を生徒が選んだ場合、評価を行えるか。

 デジタルテクノロジーを最大限駆使して、このような学習マネジメントは可能か？

②「個別学習計画」づくりに当事者研究を応用できるか

障害者や依存症患者の自立支援の観点から生まれ、今や企業組織マネジメント等への応用も試みられるようになってきた「当事者
研究」の手法や考え方を、普通学級に所属する生徒達全員の「個別学習計画」づくりに応用した場合、どのような効果が期待できる
だろうか。

③特別支援学級における「個別最適」の蓄積を、普通学級に応用できるか

 これまで、個別学習計画づくりを繰り返しながら学習を進めてきた特別支援学級での経験は、どのようにすれば普通教室にも応用可
能になるか。EdTechとデータの活用可能性を考えながら、必要な技術的条件や教員による支援を具体的にイメージする。
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学習者視点での「教育データ連携と個別学習計画」に基づく、
パーソナルトレーニングの確立 【論点の再確認（２）】

④EdTechと学習ログは「標準授業時数管理」に替わる「学習実績管理」を可能にするか

 SPRIXと長岡市教育委員会・港区教育委員会等と進めた実証事業によれば、生徒一人ひとりの教科ごとの得意・不得意に対応
して、生徒一人ひとりに必要な学習時間は異なることが明らかになる。こうした考え方で個別学習計画を組むことになると、現在の
標準授業時数という制度の考え方と大きく矛盾が生じる。黒板・教科書・対面という近代のメディアを前提に、「教師がチョーク・アン
ド・トークで板書で知識の伝達や演習をマネジメントする」前提で、組まれたこの標準授業時数という制度を解消できるか。EdTech
と個別学習計画を用いることを前提とした学習実績管理の可能性を明らかにする。

⑤大きく変わる「教員の役割」への対応はいかにして可能か（教職課程改革等）

 「板書と講義」「規律と統率・管理」「学習も生活指導も福祉も」。EdTechとデータ活用環境の登場によって、本当に教師が担うべ
き役割の絞り込みは可能になり、一方で様々な職能の方による学校運営がイメージできるようになった。

 特に、長野県坂城高校、千代田区立麹町中学校、大熊町立小中での実証事業を振り返ると、教師の役割が大きく変化して行く
姿があった。明蓬館高校SNECにおいては、３種類の指導者がそれぞれに違う役割を果たして、生徒の日々の能力開発を支えて
いる。これらの事業をもとにして、具体のイメージを提言していきたい。

⑥「学習・仕事・福祉」の結合はいかにして可能か

 明蓬館高校SNECでデジタルハーツ株式会社とともに進めて来たエシカル・ハッカープロジェクトを例にとれば、学習・福祉・就労という
３つの要素がバラバラになりがちな学校現場において、これらが一本の線でつながる教育機会の創出可能性が見えてくる。

 自分の特性を活かした「就労」の入口を学校現場で経験できること、そこからスキル向上という動機から「学習」の入口がつながり、特
定分野の学習が深まる。そこに自律化・個別最適化を支える「福祉」が一人ひとりに作用する姿が構想されうる。このモデルを、「広
域通信制高校という特殊な環境だからできること」と整理する事なく、どの学校でも実現しうるようにするには何が必要か考えたい。
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本日の主な議論事項

 これまでの「標準授業時数」による管理から、
「学習実績管理」へと移行するために、
何を乗り越える必要があるか？

 個別学習計画の策定と運用を実現するには、
どのような人材が、どれくらいの規模で必要か？
また、教員の役割はどう変わるか？

 公教育において、「学習ログ」の利活用・教育
関連データ連携を促進するために何が必要
か？

議論のポイント

〈テーマ〉
学習者視点での「教育データ連携と個別学習計画」に基づく、パーソナルトレーニングの

確立

委員からのプレゼンテーション

 大熊町での「時間割」改革と
制度上・運用上の課題
（木村政委員）

 リタリコでの個別支援計画の策定・
運用に関わる人員体制と普通教室
への展開試算（野口委員）

 公教育での学習ログ利活用を推進
するために鍵を握る、非同期や遠隔
も前提とした、新しい「指導と評価の
一体化」の考え方（佐藤委員）
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３.学習者視点での「教育データ連携と個別学習計画」に基づく パーソナル
トレーニングの確立（これまで頂いた主なご意見①）

(１) 「自律化・個別最適化」の重要性について
• OECDのEducation2030でもいわれているように、エージェンシー（当事者意識）を高めることが重要。
一斉教授型の教育では、当事者意識は育たないので、学習者が主体となる自律型の教育にする必要がある。
– 従来は、学びとは「上から与えられるもの」という意識が強かったが、そうではなく、「自分たちの社会（学校）は自分たちで
つくる」という文化を構築することが重要。

• 今まで教育行政は「均等配分」が基本だったが、「一般福祉」（全ての子ども、人の自由、福祉、良き生を実質化できるか）
を考えると、困っているところにより厚くという発想となり、「傾斜配分」していく必要がある。

• 学びの自律化・個別最適化の最上位目標として、「子どもと学習者の尊厳と権利の保障」があることを共通認識にすべき。
• 「未来の教室」は一部のできる子どもだけを対象にするのではなく、多様な子どもたちがいることを前提としたインクルーシブな
教育を目指していくのだということをしっかりと示していく必要がある。
– ディスレクシアの生徒が紙と鉛筆だと２行しか文章がかけなかったのが、パソコンに持ち替えた結果、ノートが取れるようになり、
自信をもって学びを続けられた事例がある。

(２) 「自律化・個別最適化」の概念整理について
• 用語・概念については、丁寧な定義や説明が必要。
• 個別最適化は、①同じ目標に対する個別最適化と、②目標自体の個別最適化の２つに大きく分けて議論を進めるべき。

– ①同じ目標に対する個別最適化 ＝ 指導の個別化(文部科学省) ＝ アコモデーションaccommodation

– ②目標自体の個別最適化 ＝ 学習の個性化(文部科学省) ＝ モディフィケーションmodification

• 特別支援教育での蓄積を考えると、「教科の目標設定と進捗を管理するだけ」に留まる狭義の個別学習計画だけだと、教科
が苦手な子がもっと学校に行きづらくなることもあるので、自分自身のWell-beingやメンタルヘルスをモニタリングできたり、
自分にとって効果的な学びって何なんだろうということを学べたりする「広義の個別学習計画」を策定することも重要。
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(３) 個別学習計画を可能にする時間割の見直しについて
• 学校で、「個別最適化」の実現のためには、時間割の縛りを解消することが重要。標準授業時数を1割弾力運用に留まらず、
もっと大胆に時間割を見直すことが必要。例えば、大熊町のように、修得主義の原則に基づき、子どもたちの学びの履歴から
個別の時間割を創ることも構想しうる。

• 標準授業時数をなくし、履修主義から習得主義に移行する場合、「なにをもって習得したのか」の定義が非常に困難。
データと先生方の評価を合わせ、「子どもたちが本当に何をやっているのか、できているのか」をあぶりだし、納得できる結論を探る
必要があるのではないか。

(４) 個別学習計画の策定と運用を支援する人員配置について
• 生徒のコミットメントがなければ成果が出ないので、個別学習計画を策定する上では生徒に絶えず要望を聞くことが重要
• また、保護者も巻き込みも重要。あくまで子どもが先にきて、そのあとに保護者という位置づけだが、ペアレントトレーニングも含め、
丁寧にサポートすることが、個別学習計画にそった学びを実現するためには重要。

• 個別学習計画の策定と運用を支援するには、教員だけではなく、心理士などの専門家が必要。ただし、現状の自治体・学校
の財源では確保が難しく、人員配置のための助成なども必要になり得る。
– 明蓬館高校では、個別教育支援計画の策定に、教師・心理士・支援員の三位一体の体制を構築。
– 学校の心理職（スクールカウンセラー）には時給5,000円の制度上の壁があり、それが足かせとなって本人が希望していて
も常勤で働けない点も改善が必要。

(５) 学習ログの利活用について
• 学習ログと個別学習計画の関係について

– 個別学習計画の策定は最終的には人間が行うべきだが、効率化のために学習ログは活用可能。例えば、リタリコでは、
スキルを1300に分解し、多面的にアセスメント（本人へのヒアリング、感覚・行動特性の測定等）を行うことで、子どもたち
が個別学習計画を策定するサポートを仕組みとして持っている。

– 個別学習計画と学習ログを繋げるためは、学習ログをどう名寄せし、PLRに蓄積し、子どもたちにフィードバックするか？
を検討することが重要。その上で、生徒個々人の主観と、データから客観的にわかることを繋ぎ合わせるとよい。

３.学習者視点での「教育データ連携と個別学習計画」に基づく パーソナル
トレーニングの確立（これまで頂いた主なご意見②）
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• 学習ログの利活用範囲について
– 学校だけではなく、子どもたちが関わる様々な場で学習ログを共有することが重要。例えば、学校と塾で俯瞰してみたときに、
子どもが何をどのくらい学習しているかが分かるので、今までのように学校と塾で似たような宿題を出さずに済む。子どもたちへ
も、何にどれくらい取り組むべきか、時間をどう使うべきか等、学習への向き合い方、学習計画の立て方も含めて伝えられる。

– これまで、子どもたちの学びへの向き合い方や特性などの情報は、教員が定性的に評価していたため、教員間でも受け渡し
ができていなかった。学習ログが蓄積されると、学習に取組む姿勢も教員同士で引き継いで効果的な支援が可能。

• 学習ログの粒度・種類について
– 学校内のデータを Personal Learning Record (PLR) として子どもたちが持ち、子どもたちの許可の上で、学校外の
様々なサービスにつないでいける仕組みをつくらなければならないのではないか。その際、どういう粒度・種類のデータを共有
する必要があるのかを検討する必要がある。

– 子どもの「特性」と一口にいっても、遺伝子と結びついて変えにくい「気質」レイヤーから、「非認知」・「認知」レイヤーまで、
様々なものが存在する。既存の学校教育では「認知」に着目しがちなので、「非認知」や「気質」にも着目することが重要。

– 心理検査は、子どもの特性を把握するのに有用。例えば、心理検査の一つであるWISCでも、ワーキングメモリー、言語
理解、知覚推理、処理速度などが把握できる。こうした心理検査はすべての子どもにとって有益な情報になる。

• 政府としての学習ログの整備について
– 学習ログの利活用の在り方は、公教育が生まれ変わる前提で議論するか否かで結論が大きく異なる。時間軸を分けて、
生まれ変わる前後（例えば2025年までと2030年まで）で分けて議論するのも一案。

– 学習履歴データの取得・利活用による教育の効果測定をするためには、経年で比較可能な尺度が必要であり、政府が
主導して共通項目を創ることを同時に実施することが重要。事業者間の競争も担保しつつ、標準化するためには、
第三者委員会のような認定制度をつくるのがよいのではないか。

– 学習ログを利活用する上では、何を以て「習得」とするか、基準を定めることが重要。基準を設定すれば、異なる事業者
同士で横比較ができるようになる。また、「習得」の基準を示さないと、学習ログで学びの状況を可視化したときに、
基礎事項を完璧にするために強迫観念的にドリル課題を出し続けてしまうことも懸念される。

– 教育データの利活用にあたっては「個人情報保護」との折り合いをどのようにつけるかを考えることも必要。

３.学習者視点での「教育データ連携と個別学習計画」に基づく パーソナル
トレーニングの確立（これまで頂いた主なご意見③）
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参考）関連する委員提出資料
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第一回 学びの自律化・個別最適化WG (2021/7/1) 苫野委員

学び・公教育の構造転換
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第一回 学びの自律化・個別最適化WG (2021/7/1) 工藤委員

学びのスタイルは人それぞれ異なる
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第一回 学びの自律化・個別最適化WG (2021/7/1) 末冨委員

用語・概念の定義・統一の重要性
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第三回 学びの自律化・個別最適化WG (2021/12/3) 稲垣委員（事前提出資料）

個別最適化に関する概念整理・論点整理

注：上記は抜粋。詳細はPDFファイルを参照
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第一回 学びの自律化・個別最適化WG (2021/7/1) 野口委員

個別学習計画の目的



- 23 -

第三回 学びの自律化・個別最適化WG (2021/12/3) 野口委員（事前提出資料）

個別支援計画サポートシステム

注：上記は抜粋。詳細はPDFファイルを参照
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第三回 学びの自律化・個別最適化WG (2021/12/3) 日野委員（事前提出資料）

個別教育支援計画運用の担い手

注：上記は抜粋。詳細はPDFファイルを参照
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第一回 学びの自律化・個別最適化WG (2021/7/1) 福本委員

個別学習計画づくり、及び教員の役割について
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第一回 学びの自律化・個別最適化WG (2021/7/1) 神野委員

学習者を中心とする教育データ利活用
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第一回 学びの自律化・個別最適化WG (2021/7/1) 福原委員

教育における学習履歴データ取得利活用の課題
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第一回 学びの自律化・個別最適化WG (2021/7/1) 佐藤委員

教育における学習履歴データ取得利活用の課題
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第三回 学びの自律化・個別最適化WG (2021/12/3) 木村(政)委員事前提出資料

自律化・個別最適化に向けた教材費の見直し


